
条

例

福
島
県
高
校
生
修
学
支
援
基
金
条
例
、
福
島
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、

福
島
県
地
球
温
暖
化
対
策
等
推
進
基
金
条
例
、
福
島
県
土
壌
汚
染
対
策
法
関
係
手
数
料
条
例
、
福
島
県

小
規
模
介
護
施
設
等
緊
急
整
備
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
、
福
島
県
介
護
職
員
処
遇
改
善
臨
時
特
例
基
金

条
例
、
福
島
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
社
会
福
祉
施
設
等
耐
震
化

等
臨
時
特
例
基
金
条
例
、
福
島
県
災
害
拠
点
病
院
等
耐
震
化
臨
時
特
例
基
金
条
例
、
福
島
県
長
期
優
良

住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
立
高
等
学

校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
及
び
福
島
県
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
条
例
第
八
十
二
号

福
島
県
高
校
生
修
学
支
援
基
金
条
例

(

設
置)

第
一
条

経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
が
困
難
な
高
等
学
校(

中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
、
特
別
支
援

学
校
の
高
等
部
及
び
専
修
学
校
の
高
等
課
程
を
含
む
。)

の
生
徒
の
教
育
を
受
け
る
機
会
の
確
保
に

資
す
る
事
業
に
要
す
る
資
金
を
積
み
立
て
る
た
め
、
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号)

第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
島
県
高
校
生
修
学
支
援
基
金(

以
下｢

基
金｣

と
い
う
。)

を
設
置
す
る
。

(

積
立
て)

第
二
条

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
毎
会
計
年
度
の
一
般
会
計
の
歳
出
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

(

管
理)

第
三
条

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り

保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

(

繰
替
運
用)

第
四
条

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
そ
の
他

必
要
な
事
項
を
定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
入
歳
出
に
属
す
る
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

(

純
益
金
の
処
理)

第
五
条

基
金
の
管
理
か
ら
生
じ
た
収
益
の
額
が
基
金
の
管
理
に
要
し
た
経
費
の
額
を
超
過
し
た
場
合

に
お
け
る
そ
の
超
過
す
る
額
に
相
当
す
る
額
は
、
こ
れ
を
基
金
に
編
入
す
る
も
の
と
す
る
。

(

益
金
等
を
計
上
す
べ
き
予
算)

第
六
条

基
金
の
管
理
か
ら
生
ず
る
収
益
及
び
基
金
の
管
理
に
要
す
る
経
費
を
計
上
す
べ
き
予
算
は
、

一
般
会
計
の
歳
入
歳
出
予
算
と
す
る
。

(

委
任)

第
七
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
そ
の
他
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

(

私
学
法
人
課)

福
島
県
条
例
第
八
十
三
号

福
島
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
条
例(

昭
和
四
十
七
年
福
島
県
条
例
第
二
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

地
方
自
治
法｣

を｢

消
費
者
安
全
法(

平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
十
条
第
一
項
及
び
地
方
自
治
法｣

に
改
め
る
。
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

条

例

○
福
島
県
高
校
生
修
学
支
援
基
金
条
例

一

○
福
島
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

一

○
福
島
県
地
球
温
暖
化
対
策
等
推
進
基
金

条
例

二

○
福
島
県
土
壌
汚
染
対
策
法
関
係
手
数
料

条
例

三

○
福
島
県
小
規
模
介
護
施
設
等
緊
急
整
備

等
臨
時
特
例
基
金
条
例

三

○
福
島
県
介
護
職
員
処
遇
改
善
臨
時
特
例

基
金
条
例

三

○
福
島
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

四

○
福
島
県
社
会
福
祉
施
設
等
耐
震
化
等
臨

時
特
例
基
金
条
例

四

○
福
島
県
災
害
拠
点
病
院
等
耐
震
化
臨
時

特
例
基
金
条
例

四

○
福
島
県
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進

に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

五

○
福
島
県
立
高
等
学
校
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

六

○
福
島
県
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
関

係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

七



第
三
条
中｢

行
な
う｣

を｢

行
う｣

に
改
め
、
同
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

法
第
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
施
設
及
び
附
属
設
備
の
利
用
に
関
す
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
設
置
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
業
務
に
関
す

る
こ
と
。

第
四
条
を
第
十
条
と
し
、
第
三
条
の
次
に
次
の
六
条
を
加
え
る
。

(

使
用
の
承
認)

第
四
条

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
研
修
室(

以
下
単
に｢

研
修
室｣

と
い
う
。)

を
使
用
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
承
認
を
受

け
た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
研
修
室
の
使
用
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
承
認
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
秩
序
を
乱
し
、
又
は
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

き
。

二

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
施
設
、
附
属
設
備
、
備
品
等
を
滅
失
し
、
又
は
き
損
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
き
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
設
置
の
目
的
に
反
す
る
と
き
。

３

知
事
は
、
第
一
項
の
承
認
に
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
管
理
の
た
め
必
要
な
範
囲
内
で
条
件
を
付
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

(

使
用
の
承
認
の
取
消
し
等)

第
五
条

知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者(

以
下｢
使
用
者｣

と
い
う
。)

が
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
承
認
を
取
り
消
し
、
そ
の
効
力
を
停
止
し
、
若

し
く
は
そ
の
条
件
を
変
更
し
、
又
は
研
修
室
の
使
用
の
中
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

こ
の
条
例
又
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

二

前
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

三

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
承
認
に
付
し
た
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

四

偽
り
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
り
前
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
と
き
。

２

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
使
用
者
に
対
し
、
前
条
第
一
項
の
承
認

を
取
り
消
し
、
そ
の
効
力
を
停
止
し
、
若
し
く
は
そ
の
条
件
を
変
更
し
、
又
は
研
修
室
の
使
用
の
中

止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

災
害
そ
の
他
の
事
故
に
よ
り
前
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
研
修
室
の
使
用
が
で
き
な
く
な
つ
た

と
き
。

二

工
事
そ
の
他
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
管
理
の
た
め
や
む
を
得
な
い
事
由
が
生
じ
た
と
き
。

(

権
利
譲
渡
等
の
禁
止)

第
六
条

使
用
者
は
、
研
修
室
を
使
用
す
る
権
利
を
譲
渡
し
、
又
は
こ
れ
を
転
貸
し
て
は
な
ら
な
い
。

(

原
状
回
復)

第
七
条

使
用
者
は
、
研
修
室
の
使
用
を
終
了
し
た
と
き(

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
取
消
し
又

は
使
用
の
中
止
の
命
令
が
あ
つ
た
た
め
そ
の
使
用
を
中
止
し
た
と
き
を
含
む
。)

は
、
直
ち
に
こ
れ

を
原
状
に
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

遵
守
事
項)

第
八
条

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
施
設
、
附
属
設
備
、
備
品
等
を
滅
失
し
、
又
は
き
損
し
な
い
こ
と
。

二

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
清
潔
及
び
整
と
ん
を
保
持
す
る
こ
と
。

三

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
風
紀
及
び
秩
序
を
乱
さ
な
い
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
管
理
上
知
事
が
指
示
す
る
事
項

(

入
館
の
規
制
等)

第
九
条

知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
者
に
対
し
、
入
館
を
拒
否
し
、

又
は
退
館
若
し
く
は
退
去
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

消
費
生
活
課)

福
島
県
条
例
第
八
十
四
号

福
島
県
地
球
温
暖
化
対
策
等
推
進
基
金
条
例

(

設
置)

第
一
条

地
球
温
暖
化
そ
の
他
の
喫
緊
の
環
境
問
題
の
解
決
に
向
け
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
実
施
す
る

環
境
対
策
の
推
進
に
資
す
る
事
業
に
要
す
る
資
金
を
積
み
立
て
る
た
め
、
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
島
県
地
球
温
暖
化
対
策

等
推
進
基
金(

以
下｢

基
金｣

と
い
う
。)

を
設
置
す
る
。

(

積
立
て)

第
二
条

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
毎
会
計
年
度
の
一
般
会
計
の
歳
出
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

(

管
理)

第
三
条

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り

保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

(

繰
替
運
用)

第
四
条

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
そ
の
他

必
要
な
事
項
を
定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
入
歳
出
に
属
す
る
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

(
純
益
金
の
処
理)

第
五
条

基
金
の
管
理
か
ら
生
じ
た
収
益
の
額
が
基
金
の
管
理
に
要
し
た
経
費
の
額
を
超
過
し
た
場
合

に
お
け
る
そ
の
超
過
す
る
額
に
相
当
す
る
額
は
、
こ
れ
を
基
金
に
編
入
す
る
も
の
と
す
る
。

(

益
金
等
を
計
上
す
べ
き
予
算)

第
六
条

基
金
の
管
理
か
ら
生
ず
る
収
益
及
び
基
金
の
管
理
に
要
す
る
経
費
を
計
上
す
べ
き
予
算
は
、

一
般
会
計
の
歳
入
歳
出
予
算
と
す
る
。

(

委
任)
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第
七
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
そ
の
他
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

(

環
境
共
生
課)

福
島
県
条
例
第
八
十
五
号

福
島
県
土
壌
汚
染
対
策
法
関
係
手
数
料
条
例

(

手
数
料
の
徴
収)

第
一
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
か
ら
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

納

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

者

金

額

土
壌
汚
染
対
策
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
二
十
一
年
法

一
件
に
つ
き
二
十
二
万
円

律
第
二
十
三
号
。
以
下｢

改
正
法｣

と
い
う
。)
附
則
第
二
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
土
壌
汚
染
対
策

法(

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号)

第
二
十
二
条
第
一
項
の
許

可
の
申
請
者

(

手
数
料
の
納
付
方
法)

第
二
条

手
数
料
は
、
福
島
県
収
入
証
紙
で
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

手
数
料
の
不
返
還)

第
三
条

既
に
納
付
さ
れ
た
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

(

過
料)

第
四
条

詐
欺
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
手
数
料
の
徴
収
を
免
れ
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
徴
収
を

免
れ
た
金
額
の
五
倍
に
相
当
す
る
金
額(

当
該
五
倍
に
相
当
す
る
金
額
が
五
万
円
を
超
え
な
い
と
き

は
、
五
万
円
と
す
る
。)

以
下
の
過
料
を
科
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
又
は
こ
の
条
例
の
公

布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

水
・
大
気
環
境
課)

福
島
県
条
例
第
八
十
六
号

福
島
県
小
規
模
介
護
施
設
等
緊
急
整
備
等
臨
時
特
例
基
金
条
例

(

設
置)

第
一
条

小
規
模
な
介
護
施
設
等
の
緊
急
な
整
備
等
を
促
進
す
る
た
め
に
臨
時
に
特
例
と
し
て
実
施
す

る
事
業
に
要
す
る
資
金
を
積
み
立
て
る
た
め
、
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
島
県
小
規
模
介
護
施
設
等
緊
急
整
備
等
臨
時
特
例

基
金(

以
下｢

基
金｣

と
い
う
。)

を
設
置
す
る
。

(

積
立
て)

第
二
条

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
毎
会
計
年
度
の
一
般
会
計
の
歳
出
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

(

管
理)

第
三
条

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り

保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

(

繰
替
運
用)

第
四
条

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
そ
の
他

必
要
な
事
項
を
定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
入
歳
出
に
属
す
る
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

(

純
益
金
の
処
理)

第
五
条

基
金
の
管
理
か
ら
生
じ
た
収
益
の
額
が
基
金
の
管
理
に
要
し
た
経
費
の
額
を
超
過
し
た
場
合

に
お
け
る
そ
の
超
過
す
る
額
に
相
当
す
る
額
は
、
こ
れ
を
基
金
に
編
入
す
る
も
の
と
す
る
。

(

益
金
等
を
計
上
す
べ
き
予
算)

第
六
条

基
金
の
管
理
か
ら
生
ず
る
収
益
及
び
基
金
の
管
理
に
要
す
る
経
費
を
計
上
す
べ
き
予
算
は
、

一
般
会
計
の
歳
入
歳
出
予
算
と
す
る
。

(

委
任)

第
七
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
そ
の
他
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

(

高
齢
福
祉
課)

福
島
県
条
例
第
八
十
七
号

福
島
県
介
護
職
員
処
遇
改
善
臨
時
特
例
基
金
条
例

(

設
置)

第
一
条

介
護
職
員
の
処
遇
の
更
な
る
改
善
を
促
進
す
る
た
め
に
臨
時
に
特
例
と
し
て
実
施
す
る
事
業

に
要
す
る
資
金
を
積
み
立
て
る
た
め
、
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百

四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
島
県
介
護
職
員
処
遇
改
善
臨
時
特
例
基
金(

以
下｢

基
金｣

と
い
う
。)

を
設
置
す
る
。

(

積
立
て)

第
二
条

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
毎
会
計
年
度
の
一
般
会
計
の
歳
出
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

(

管
理)

第
三
条

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り
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保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

(
繰
替
運
用)

第
四
条

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
そ
の
他

必
要
な
事
項
を
定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
入
歳
出
に
属
す
る
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

(

純
益
金
の
処
理)

第
五
条

基
金
の
管
理
か
ら
生
じ
た
収
益
の
額
が
基
金
の
管
理
に
要
し
た
経
費
の
額
を
超
過
し
た
場
合

に
お
け
る
そ
の
超
過
す
る
額
に
相
当
す
る
額
は
、
こ
れ
を
基
金
に
編
入
す
る
も
の
と
す
る
。

(

益
金
等
を
計
上
す
べ
き
予
算)

第
六
条

基
金
の
管
理
か
ら
生
ず
る
収
益
及
び
基
金
の
管
理
に
要
す
る
経
費
を
計
上
す
べ
き
予
算
は
、

一
般
会
計
の
歳
入
歳
出
予
算
と
す
る
。

(

委
任)

第
七
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
そ
の
他
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

福
島
県
条
例
第
八
十
八
号

福
島
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例(

平
成
二
十
一
年
福
島
県
条
例
第
四
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

附
則
第
二
項
中｢

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め

る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

子
育
て
支
援
課)

福
島
県
条
例
第
八
十
九
号

福
島
県
社
会
福
祉
施
設
等
耐
震
化
等
臨
時
特
例
基
金
条
例

(

設
置)

第
一
条

社
会
福
祉
施
設
等
の
耐
震
化
等
を
促
進
す
る
た
め
に
臨
時
に
特
例
と
し
て
実
施
す
る
事
業
に

要
す
る
資
金
を
積
み
立
て
る
た
め
、
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
島
県
社
会
福
祉
施
設
等
耐
震
化
等
臨
時
特
例
基
金

(

以
下

｢

基
金｣

と
い
う
。)

を
設
置
す
る
。

(

積
立
て)

第
二
条

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
毎
会
計
年
度
の
一
般
会
計
の
歳
出
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

(

管
理)

第
三
条

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り

保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

(

繰
替
運
用)

第
四
条

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
そ
の
他

必
要
な
事
項
を
定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
入
歳
出
に
属
す
る
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

(

純
益
金
の
処
理)

第
五
条

基
金
の
管
理
か
ら
生
じ
た
収
益
の
額
が
基
金
の
管
理
に
要
し
た
経
費
の
額
を
超
過
し
た
場
合

に
お
け
る
そ
の
超
過
す
る
額
に
相
当
す
る
額
は
、
こ
れ
を
基
金
に
編
入
す
る
も
の
と
す
る
。

(

益
金
等
を
計
上
す
べ
き
予
算)

第
六
条

基
金
の
管
理
か
ら
生
ず
る
収
益
及
び
基
金
の
管
理
に
要
す
る
経
費
を
計
上
す
べ
き
予
算
は
、

一
般
会
計
の
歳
入
歳
出
予
算
と
す
る
。

(

委
任)

第
七
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
そ
の
他
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。(

障
が
い
福
祉
課)

福
島
県
条
例
第
九
十
号

福
島
県
災
害
拠
点
病
院
等
耐
震
化
臨
時
特
例
基
金
条
例

(

設
置)

第
一
条

災
害
拠
点
病
院
、
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
等
の
医
療
施
設
の
耐
震
化
を
促
進
す
る
た
め
に
臨
時

に
特
例
と
し
て
実
施
す
る
事
業
に
要
す
る
資
金
を
積
み
立
て
る
た
め
、
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二

年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
島
県
災
害
拠
点
病
院
等
耐

震
化
臨
時
特
例
基
金(

以
下｢

基
金｣

と
い
う
。)

を
設
置
す
る
。

(
積
立
て)

第
二
条

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
毎
会
計
年
度
の
一
般
会
計
の
歳
出
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

(

管
理)

第
三
条

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り

保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と
が
で
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き
る
。

(

繰
替
運
用)

第
四
条

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
そ
の
他

必
要
な
事
項
を
定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
入
歳
出
に
属
す
る
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

(

純
益
金
の
処
理)

第
五
条

基
金
の
管
理
か
ら
生
じ
た
収
益
の
額
が
基
金
の
管
理
に
要
し
た
経
費
の
額
を
超
過
し
た
場
合

に
お
け
る
そ
の
超
過
す
る
額
に
相
当
す
る
額
は
、
こ
れ
を
基
金
に
編
入
す
る
も
の
と
す
る
。

(

益
金
等
を
計
上
す
べ
き
予
算)

第
六
条

基
金
の
管
理
か
ら
生
ず
る
収
益
及
び
基
金
の
管
理
に
要
す
る
経
費
を
計
上
す
べ
き
予
算
は
、

一
般
会
計
の
歳
入
歳
出
予
算
と
す
る
。

(

委
任)

第
七
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
そ
の
他
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

(

医
療
看
護
課)

福
島
県
条
例
第
九
十
一
号

福
島
県
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

福
島
県
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例(
平
成
二
十
一
年
福
島
県

条
例
第
四
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中｢

一
件
に
つ
き
三
百
万
円
の
範
囲
内
で
規
則
で｣

を｢

次
の
各
号
に
掲
げ
る
手
数

料
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に｣

に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

法
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
優
良
住
宅

建
築
等
計
画(

以
下
単
に｢

長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画｣

と
い
う
。)

の
認
定
の
申
請
者(

次

号
に
規
定
す
る
申
請
者
を
除
く
。)

か
ら
徴
収
す
る
手
数
料

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
請
に

係
る
住
宅
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額

住

宅

手

数

料

の

額

一
戸
建
て
の
住
宅(

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関

当
該
一
戸
建
て
の
住
宅
一
戸
に

す
る
法
律
施
行
規
則(

平
成
二
十
一
年
国
土
交
通
省
令
第

つ
き
四
七
、
〇
〇
〇
円

三
号
。
以
下｢

省
令｣

と
い
う
。)

第
四
条
第
一
号
の
一

戸
建
て
の
住
宅
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等(

省
令
第

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

四
条
第
二
号
の
共
同
住
宅
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

一
〇
七
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
六
戸
以
上
十
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

一
六
九
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
十
一
戸
以
上
三
十
戸
以
下
の
共
同
住

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

宅
等

三
三
二
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
三
十
一
戸
以
上
五
十
戸
以
下
の
共
同

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

住
宅
等

五
九
三
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
十
一
戸
以
上
百
戸
以
下
の
共
同
住

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

宅
等

一
、
〇
一
七
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
百
一
戸
以
上
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

一
、
八
八
〇
、
〇
〇
〇
円

二

知
事
が
指
定
す
る
機
関
に
よ
り
法
第
六
条
第
一
項
各
号(

第
三
号
を
除
く
。)

に
掲
げ
る
基
準

に
適
合
し
て
い
る
と
認
定
さ
れ
た
住
宅
に
係
る
法
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ

る
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
認
定
の
申
請
者
か
ら
徴
収
す
る
手
数
料

次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
申
請
に
係
る
住
宅
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額

住

宅

手

数

料

の

額

一
戸
建
て
の
住
宅

当
該
一
戸
建
て
の
住
宅
一
戸
に

つ
き
八
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

一
四
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
六
戸
以
上
十
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

二
三
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
十
一
戸
以
上
三
十
戸
以
下
の
共
同
住

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

宅
等

三
三
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
三
十
一
戸
以
上
五
十
戸
以
下
の
共
同

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

住
宅
等

五
九
、
〇
〇
〇
円
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一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
十
一
戸
以
上
百
戸
以
下
の
共
同
住

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

宅
等

九
九
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
百
一
戸
以
上
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

一
六
二
、
〇
〇
〇
円

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
者(

次

号
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
申
請
者
を
除
く
。)

か
ら
徴
収
す
る
手
数
料

次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
申
請
に
係
る
住
宅
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額

住

宅

手

数

料

の

額

一
戸
建
て
の
住
宅

当
該
一
戸
建
て
の
住
宅
一
戸
に

つ
き
二
四
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

五
四
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
六
戸
以
上
十
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

八
五
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
十
一
戸
以
上
三
十
戸
以
下
の
共
同
住

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

宅
等

一
六
六
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
三
十
一
戸
以
上
五
十
戸
以
下
の
共
同

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

住
宅
等

二
九
七
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
十
一
戸
以
上
百
戸
以
下
の
共
同
住

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

宅
等

五
〇
九
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
百
一
戸
以
上
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

九
四
〇
、
〇
〇
〇
円

四

法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
変
更
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
知

事
が
指
定
す
る
機
関
に
よ
り
法
第
六
条
第
一
項
各
号(

第
三
号
を
除
く
。)

に
掲
げ
る
基
準
に
適

合
し
て
い
る
と
認
定
さ
れ
た
住
宅
に
係
る
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
長
期
優
良
住
宅
建
築

等
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
者(

次
号
に
規
定
す
る
申
請
者
を
除
く
。)

か
ら
徴
収
す
る
手
数

料

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
請
に
係
る
住
宅
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定

め
る
額

住

宅

手

数

料

の

額

一
戸
建
て
の
住
宅

当
該
一
戸
建
て
の
住
宅
一
戸
に

つ
き
四
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

七
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
六
戸
以
上
十
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

一
二
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
十
一
戸
以
上
三
十
戸
以
下
の
共
同
住

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

宅
等

一
七
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
三
十
一
戸
以
上
五
十
戸
以
下
の
共
同

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

住
宅
等

三
〇
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
十
一
戸
以
上
百
戸
以
下
の
共
同
住

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

宅
等

五
〇
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
百
一
戸
以
上
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

八
一
、
〇
〇
〇
円

五

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
譲
受
人
を
決
定
し
た
場
合
に
お
け
る
法
第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
者
か
ら
徴
収
す
る
手
数
料

申
請

一
件
に
つ
き
二
、
〇
〇
〇
円

第
二
条
第
二
項
中｢

前
項
の
規
則
で｣

を｢

前
項
各
号
に｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

建
築
指
導
課)

福
島
県
条
例
第
九
十
二
号

福
島
県
立
高
等
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
立
高
等
学
校
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
六
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
中｢

福
島
県
立
喜
多
方
商
業
高
等
学
校

喜
多
方
市

を｢

福
島
県
立
喜
多
方
桐
桜
高
等
学
校

福
島
県
立
喜
多
方
工
業
高
等
学
校

喜
多
方
市｣

喜
多
方
市｣

に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

学
校
経
営
支
援
課)

福
島
県
条
例
第
九
十
三
号

福
島
県
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例(

平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
百
六
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
表
一
の
項
１
中｢

五
千
四
百
円｣

を｢

六
千
八
百
円｣

に
、｢

三
千
百
円｣

を｢

四
千
三

百
円｣

に
改
め
、
同
項
２
中｢
九
千
円｣

を｢

一
万
五
百
円｣

に
、｢

五
千
三
百
円｣

を｢

六
千
七
百

円｣

に
改
め
、
同
表
五
の
項
１
中

｢

五
千
八
百
円｣

を

｢

七
千
二
百
円｣

に
、

｢

三
千
五
百
円｣

を

｢

四
千
八
百
円｣

に
改
め
、
同
項
２
中｢

五
千
四
百
円｣

を｢

六
千
八
百
円｣

に
、｢

三
千
百
円｣

を

｢

四
千
四
百
円｣

に
改
め
、
同
表
中
十
二
の
項
を
十
八
の
項
と
し
、
十
一
の
項
を
十
七
の
項
と
し
、
十

の
項
を
十
六
の
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十
二

法
第
九
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
年
少
射

九
千
六
百
円(

そ
の
申
請
者
が

撃
資
格
の
認
定
の
申
請
者

同
時
に
他
の
法
第
九
条
の
十
三

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
年
少

射
撃
資
格
の
認
定
の
申
請
を
行

う
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
同

項
の
規
定
に
基
づ
く
年
少
射
撃

資
格
の
認
定
の
申
請
に
あ
っ
て

は
、
五
千
九
百
円)

十
三

法
第
九
条
の
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

千
八
百
円

七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
年
少
射
撃
資
格
認
定
証
の

書
換
え
の
申
請
者

十
四

法
第
九
条
の
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

千
九
百
円

七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
年
少
射
撃
資
格
認
定
証
の

再
交
付
の
申
請
者

十
五

法
第
九
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
年
少
射

九
千
七
百
円

撃
資
格
の
認
定
の
た
め
の
講
習
会
の
講
習
を
受
け
よ
う
と

す
る
者

第
一
条
の
表
九
の
項
中｢

七
千
九
百
円｣

を｢

八
千
九
百
円｣

に
改
め
、
同
項
を
同
表
十
一
の
項
と

し
、
同
表
八
の
項
中｢

七
千
九
百
円｣

を｢

八
千
九
百
円｣

に
改
め
、
同
項
を
同
表
十
の
項
と
し
、
同

項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

九

法
第
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃
の
操
作

一
万
二
千
三
百
円

及
び
射
撃
の
技
能
に
関
す
る
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

第
一
条
の
表
七
の
項
中｢

二
万
千
円｣

を｢

二
万
二
千
円｣

に
改
め
、
同
項
を
同
表
八
の
項
と
し
、

同
表
六
の
項
を
同
表
七
の
項
と
し
、
同
表
五
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

六

法
第
四
条
の
三
第
一
項(

法
第
七
条
の
三
第
三
項
に
お

六
百
五
十
円

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
基
づ
く
認
知

機
能
に
関
す
る
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

生
活
環
境
課)
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